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          地域医療連携室         支払い(自動精算機) 

           【当院より紹介状をお出しする場合】 
 

① 近くのかかりつけ医からの紹介状と保険証を持って八尾市立病院の地域医療連携

室の６・７番窓口に来てください。（事前にかかりつけ医から診察等の予約を取っ

てもらうと、待ち時間を短くすることが出来ます） 
② 地域医療連携室で受付手続き後、診察または検査を受けてください。 
    （当院よりかかりつけ医に紹介状を出す場合があります） 
③ 診療が終わると会計窓口に行き、支払いは自動精算機でお願いします。 
④ 精算が終わり、かかりつけ医への紹介状があれば受取りに地域医療連携室に来て下

さい。 
⑤ かかりつけ医への紹介状を持ってかかりつけの診療所にて受診してください。 
 
病状が安定した場合や、軽い症状、慢性疾患・生活習慣病等で病状が安定して

いる場合は「かかりつけ医」の診察を受けていただき、病状の変化等があれば

「かかりつけ医」からの紹介を受けることが出来ます。 
 
＊紹介状がない場合でも受診は可能ですが、紹介状をお持ちいただくことで 
 待ち時間や費用の面でもメリットがあります。 

①紹介状 
保険証の 
持参 

②受診 

③会計 

地 域 医 療 連 携 室

（６・７番窓口） 

④受取り ⑤受診 

結果報告・来院報告 

患者さん 
診察・検査 

紹介状にて受診する際の流れ 

紹介元医療機関 

かかりつけの診療所 


